
○宮城県監査委員告示第１１号

　指定管理者の選考過程については，運用指針に
基づき「指定管理者の選定に係る情報公開につい
て」を作成して県民に情報公開しているが，より
透明性，客観性を確保する観点から，外部委員を
より一層積極的に登用するよう検討すべきであ
る。

　平成２３年５月１７日に指定管理者制度運用指針を改
正した。
（改正前）
部局等選定委員会又は個別選定委員会の委員は，有識者
等の外部委員を含めるものとする。
（改正後）
部局等選定委員会又は個別選定委員会の委員は，構成員
の半数以上を有識者等の外部委員とする。

　施設によってはその特殊性に配慮し，業務内容
等に精通する者の登用が可能となる個別委員会を
活用することも検討すべきである。

　指定管理者制度運用指針において，所管部局ごとに設
置する委員会を基本とし，必要に応じて個別の設置条例
に規定する委員会の設置を可能としているところであ
り，環境生活部や土木部，教育庁においては，既に個別
の選定委員会を設置し運用している施設もある。今後も
必要に応じて個別選定委員会の設置を検討していく。

　選定委員会における女性委員の登用状況を見る
と，９委員会のうち女性委員を登用しているのは
４委員会（44.4%）にとどまり，県の審議会等にお
ける女性委員を含む審議会等の比率95.4％を大幅
に下回っている。また，有識者等外部委員のうち
女性委員の登用率は31.8％となっており，県の目
標値40％を下回っている状況にある。今後，有識
者等外部委員の委嘱の際には，女性委員の登用に
ついてより一層推進されたい。

　平成２３年５月に指定管理者制度運用指針を改正し，
構成委員の半数以上を有識者等の外部委員とすることと
したことから，それを受け，平成２３年度に設置する選
定委員会において，外部女性委員を積極的に登用する動
きがある。今後も施設・業務の特性等を考慮して女性委
員の登用を推進していく。

　今後は，公募回数が重ねられていくことから，
他の部局等所管の施設を含めた類似施設の状況も
参考にしながら，安定的で経済的な管理と住民
サービスの向上がより図られるよう，評価の精度
を高められたい。

　施設の特性を踏まえ，安定的で経済的な管理と住民
サービスの向上が図られるよう必要に応じて審査項目・
配点基準等を見直していく。

　現指定管理者と新規参入を目指す事業者との評
価が公平に行われるよう配慮するとともに，新規
事業者の参入意欲を駆り立てるよう工夫された
い。

　平成２３年度から選定委員会の半数以上を外部委員と
したことから，様々な分野の意見を聞くことにより更な
る公平な評価が期待できる。また，今後も現地説明会を
開催するなど積極的な情報提供を進め，新規事業者の参
入促進に努める。

　公募の場合には，応募者数を増やす対策が喫緊
の課題であり，さらに民間事業者等の参入を促す
工夫を講じるべきである。

　これまでも，県政だよりや新聞への掲載，ラジオでの
周知，関係団体の広報誌，メルマガへの掲載など各種メ
ディアを活用し応募者数の増加に努めてきた。施設に
よっては，事業内容の特殊性により対象となる民間事業
者が限定されるため，結果的に応募者数が限られる事情
もあるが，今後とも効果的な応募者数増加対策を講じ，
民間企業の参入促進に努める。

１　監査委員の報告日

　　　平成２３年４月２６日

２　知事から通知のあった日

　　　平成２３年９月３０日

３　措置の内容

　地方自治法(昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により報告した監査結果について，宮城県知事から同条
第１２項の規定により措置を講じた旨の通知があったので，同項の規定に基づき公表する。

　平成２３年１１月１１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮城県監査委員　内　海　　　太

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮城県監査委員　佐々木　敏　克

(２)指定管
理者の募集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮城県監査委員　遊佐　勘左衛門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮城県監査委員　工　藤　鏡　子

重点調査項目 監査委員の意見等 措置状況

(１)指定管
理者選定委
員会

平成２２年度行政監査の意見に対する措置状況



　一部の施設については公募に馴染まないとの意
見もあることから，それぞれの施設の現場の実態
をよく把握・分析し公募の適否について常に検証
を行い，非公募とする場合は，非公募とする理由
について県民への十分な説明が必要である。

　現状が公募又は非公募で選定したかにかかわらず，選
定の都度，公募・非公募の適否について検証し適切な選
定に努める。また非公募とする場合は，選定結果を公表
する際に非公募理由も明記する方向で検討する。

　過去においては，施設によって異なる募集期間
とした事例もあり，応募しようとする事業者に十
分な準備期間を確保させることによって応募者数
が増えることにつながるとも考えられることか
ら，指定管理施設の特殊性などに応じた募集期間
を設定するなどの弾力的な運用が必要である。

　これまでも弾力的な募集期間の設定は可能としてきた
ところであり，今後も施設所管課において施設の特性に
配慮し，事業者が適切な準備期間が確保できるような募
集期間の設定に努める。

(４)指定管
理期間

　指定管理期間については，施設の性格と指定管
理者の声にも配慮し，その施設の設置目的を達成
するのに最も適切なものとするため，その妥当性
について常に検証し，見直しを行う必要がある。

　運用指針では３年又は５年のほか，特別な理由がある
場合はそれ以上の期間も可能としている。今後も選定の
都度，施設管理の効率化やコスト削減などを総合的に勘
案し，施設所管課と指定管理者で十分検証した上で，適
切な指定期間の設定に努める。

　指定管理料の協議に当たっては，経費の削減の
みならず，単なる価格競争に陥ることなく住民
サービスの低下や労働条件の悪化につながること
のないように配慮する必要がある。また，指定管
理者のモチベーションの低下を招くことのないよ
う，公の施設の管理料として適切な金額を算定の
上，協議に臨むことが必要である。

　協議にあたっては，今後も経費削減の観点のみなら
ず，施設の管理運営や県民サービスの向上にも配慮した
適正な金額の算定に努め，指定管理者側も納得するよう
十分な協議を行っていく。

　部品の定期交換のように当初から見込まれるも
のについては，あらかじめ修繕費として見込んで
おくこともできるが，それ以外については，指定
管理者が負担する修繕費の上限等負担の程度を明
確にしておく必要がある。また，小規模修繕とし
て見積価格１件当たりの額を定めている場合で
あっても， その総額の上限について基本協定書等
に明確にしておく必要がある。

　修繕費の負担については，上限額等を明記するよう基
本協定書の例示にも示していることから，基本協定書に
おいて明確にされていない施設については，今後明記す
ることを徹底する。

　今後とも，利用料を徴収する施設においては，
その施設の特性等を十分に考慮の上，利用料金制
の導入の適否について前向きに検討すべきであ
る。

　施設の特性を考慮した上で，選定の都度，利用料金制
導入の可否について検討する。

(６)指定管
理者の事務
引継

　新規参入を促すためには，あくまでも指定管理
者の交代を想定したスケジュールを募集要項に示
すとともに，事務引継スケジュールを確立してお
くなど柔軟な対応が必要である。
　また，指定管理者が交代することで，施設の運
営上の支障や住民サービスの低下につながらない
よう留意する必要がある。

　事務引継期間の設定については，１１月議会における
指定の議決後であれば引継ぎ開始が可能であることか
ら，４月１日指定管理開始まで３ヶ月程度の期間設定が
可能である。今後も施設の特性に応じて必要な引継ぎ期
間が確保できるよう柔軟に対応する。

(７)個人情
報の保護

　個人情報の保護について，指定管理者の中には
幹部職員の問題意識が希薄で，管理方法等を十分
に説明できない事例が見受けられた。今後は，幹
部職員が率先して個人情報保護の重要性を再認識
するとともに，個人情報の適切な管理を実効性あ
るものとするため，運用の実態をしっかりと把握
した上で，研修等を随時行い，適切な運用の周知
徹底や職員の意識改革を図り，組織全体として個
人情報の保護・管理の強化に努める必要がある。

　個人情報の取扱いについては，手続条例や個人情報保
護条例，基本協定書において適正な管理について定めて
いるほか，多くの施設では業務報告会や職員研修などを
通じて徹底しているところであるが，なおモニタリング
等で運用の実態把握に努め，取扱いについて指導徹底し
ていく。

(８)モニタ
リング・評
価

　モニタリング等の結果が単に「調査・公表」し
て終わりとなることのないよう，指定管理者と県
とが共通認識に立って，公の施設の管理運営の改
善に取り組むためのツールとして活用するととも
に，常に指定管理者との意思疎通を図りながらモ
ニタリングを通じて住民ニーズを把握するなど，
利用しやすい開かれた施設運営に努める必要があ
る。

　モニタリング・評価については，公の施設の管理運営
の改善に取り組むためのツールとして活用し，指定管理
者と意思疎通を図りながら共通認識のもと利用者アン
ケートを実施するなど，住民ニーズの把握に努め，施設
運営に引き続き反映させていく。

(５)指定管
理料



(９)指定管
理者制度の
導入効果と
公の施設の
今後

　今後とも，社会情勢や住民ニーズの変化を踏ま
えて，個々の施設の必要性の検証を行うととも
に，その管理運営のあり方について，随時検討す
る必要がある。

　公の施設については，指定管理者制度導入の適否のみ
ならず，県自らが施設を所有し運営することの必要性も
含めて，随時検討していく。


